
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

基板上に設けられ、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる主線及び前記主線の両
側から延出した延出部を有し、前記延出部の先端部のみに設けられた第１のコンタクト部
を除いて表面に陽極酸化膜が形成された第１の配線と、
前記第１の配線上に設けられ、前記第１の配線部の前記第１のコンタクト部に対応する位
置にコンタクトホールが形成された絶縁膜と、
前記絶縁膜の前記コンタクトホールに対応する位置に第２のコンタクト部を有し、前記第
２のコンタクト部が前記コンタクトホールを介して前記第１の配線の前記第１のコンタク
ト部と接続されている第２の配線と、
を備え、

前記延出部は、前記主線と前記先端部との
間に前記第２の配線と重ならない領域を有することを特徴とする配線パターン。
【請求項２】
前記第１の配線は 画素用薄膜トランジスタにゲート信号を供給するゲートラインであ
り、前記第２の配線は前記画素用薄膜トランジスタを保護するための複数の保護用薄膜ト
ランジスタの電極であることを特徴とする請求項１記載の配線パターン。
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ＩＴＯをエッチングして形成された画素電極及び前記画素電極に接続された画素用薄膜ト
ランジスタを有するアクティブマトリクスパネルの配線パターンであって、

前記第１の配線の前記第１のコンタクト部は、前記コンタクトホールが設けられず且つ前
記陽極酸化膜が形成されていない部分を有し、

前記



【請求項３】

基板上に設けられ、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる主線及び前記主線から
延出した延出部を有し、前記延出部の先端部のみに設けられた第１のコンタクト部を除い
て表面に陽極酸化膜が形成された第１の配線と、
前記第１の配線上に設けられ、前記第１の配線部の前記第１のコンタクト部に対応する位
置にコンタクトホールが形成された絶縁膜と、
前記絶縁膜の前記コンタクトホールに対応する位置に第２のコンタクト部を有し、前記第
２のコンタクト部が前記コンタクトホールを介して前記第１の配線の前記第１のコンタク
ト部と接続されている第２の配線と、
を備え、前記第１の配線の前記第１のコンタクト部は、前記絶縁膜の前記コンタクトホー
ルが設けられ 部分を有することを特徴とする配
線パターン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は配線パターンに関し、特にアクティブマトリクス型液晶表示素子におけるアク
ティブマトリクスパネルの配線パターンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
アクティブマトリクス型液晶表示素子を製造する場合、生産性の向上を図るために、アク
ティブマトリクスパネルのベースとなるガラス等からなる透明基板として、アクティブマ
トリクスパネル複数個分に対応する大きさのものを用意し、そして所定の工程までは複数
個分を一括して製造し、その後各単体に分断して製造することがある。また、画素用スイ
ッチング素子として薄膜トランジスタを備えたアクティブマトリクスパネルを製造する場
合、各単体に分断する前においては例えば配向膜をラビング処理するときに発生する静電
気により、各単体に分断した後においては例えば静電気等の高電圧を帯びた他の物体と接
触することにより、画素用薄膜トランジスタに絶縁破壊が生じたり、画素用薄膜トランジ
スタの電圧－電流特性が変化したりすることがあり、したがってこのようなことを防止す
るために静電気対策を行なっている。
【０００３】
図５はアクティブマトリクスパネル複数個分に対応する大きさのガラス基板上に画素用薄
膜トランジスタ等が形成された状態における等価回路的平面図を示したものである。アク
ティブマトリクスパネル複数個分に対応する大きさのガラス基板１は、最終的には一点鎖
線で示すカットライン２に沿って切断されることにより、各単体に分断されるようになっ
ている。この場合、カットライン２で囲まれた領域はパネル形成領域３となっており、そ
の周囲は余剰部４となっている。
【０００４】
パネル形成領域３には、マトリクス状に配置された複数の画素電極５と、これら画素電極
５にそれぞれ接続された複数の画素用薄膜トランジスタ６と、行方向に配置され、画素用
薄膜トランジスタ６にゲート信号を供給する複数のゲートライン７と、列方向に配置され
、画素用薄膜トランジスタ６にデータ信号を供給する複数のデータライン８と、行方向に
配置され、画素電極５との間で補助容量部ＣＳ を形成する複数の補助容量ライン９と、複
数の画素電極５の周囲に配置された保護リング１０と、保護リング１０の外側において保
護リング１０と各ゲートライン７にそれぞれ接続された２つずつの保護用薄膜トランジス
タ１１ａ、１１ｂからなる複数のゲートライン側保護素子１１と、保護リング１０の外側
において保護リング１０と各データライン８にそれぞれ接続された２つずつの保護用薄膜
トランジスタ１２ａ、１２ｂからなる複数のデータライン側保護素子１２とが設けられて
いる。余剰部４にはショートライン１３が格子状に設けられている。
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ＩＴＯをエッチングして形成された画素電極及び前記画素電極に接続された画素用薄膜ト
ランジスタを有するアクティブマトリクスパネルの配線パターンであって、

ず且つ前記陽極酸化膜が形成されていない



【０００５】
そして、各ゲートライン７の左端部および各データライン８の上端部はショートライン１
３に接続されている。各補助容量ライン９の右端部は、保護リング１０の右辺部に平行し
て配置された共通ライン９ａおよびこの共通ライン９ａから延びる接続ライン９ｂを介し
てショートライン１３に接続されている。ゲートライン側保護素子１１は、それぞれのゲ
ート電極Ｇとソース電極Ｓとを互いに接続された２つの保護用薄膜トランジスタ１１ａ、
１１ｂが、それぞれのソース電極Ｓとドレイン電極Ｄとを互いに逆向きとされた状態で、
ゲートライン７と保護リング１０との間に並列接続された構造となっている。データライ
ン側保護素子１２は、それぞれのゲート電極Ｇとソース電極Ｓとを互いに接続された２つ
の保護用薄膜トランジスタ１２ａ、１２ｂが、それぞれのソース電極Ｓとドレイン電極Ｄ
とを互いに逆向きとされた状態で、データライン８と保護リング１０との間に並列接続さ
れた構造となっている。
【０００６】
次に、このアクティブマトリクスパネルの各保護用薄膜トランジスタの部分の具体的な構
造について図６および図７を参照しながら説明する。ただし、保護用薄膜トランジスタ１
１ａ、１１ｂ、１２ａ、１２ｂの構造はほぼ同じであるので、代表としてゲートライン側
保護素子１１の両保護用薄膜トランジスタ１１ａ、１１ｂの構造について説明する。ガラ
ス基板１の上面には両保護用薄膜トランジスタ１１ａ、１１ｂの各ゲート電極Ｇが形成さ
れている。また、ガラス基板１の上面には、ゲートライン７、およびショートライン１３
が形成されている。この状態では、ゲートライン７の左端部はショートライン１３に接続
され、一方の保護用薄膜トランジスタ１１ａのゲート電極Ｇはゲートライン７に接続され
ている。
【０００７】
ゲート電極Ｇ等を含むガラス基板１の上面全体には、図６では省略されているが、窒化シ
リコン等からなるゲート絶縁膜２１が形成されている。各ゲート電極Ｇにそれぞれ対応す
る部分におけるゲート絶縁膜２１の上面にはアモルファスシリコン等からなる半導体薄膜
２２が形成されている。各半導体薄膜２２の上面中央部にはチャネル保護膜２３が形成さ
れている。各半導体薄膜２２のチャネル保護膜２３下の部分は真性領域からなるチャネル
領域２２ａとされ、その両側はイオン注入領域からなるソース領域２２ｂおよびドレイン
領域２２ｃとされている。各ソース領域２２ｂおよび各ドレイン領域２２ｃの上面にはソ
ース側シリサイド層２４およびドレイン側シリサイド層２５が形成されている。チャネル
保護膜２３からある程度離れた部分におけるソース側シリサイド層２４の上面にはソース
側コンタクト用メタル層２６を介してソース電極Ｓが形成され、チャネル保護膜２３から
ある程度離れた部分におけるドレイン側シリサイド層２５の上面にはドレイン側コンタク
ト用メタル層２７を介してドレイン電極Ｄが形成されている。また、ゲート絶縁膜２１の
上面には保護リング１０が形成されている。この状態では、一方の保護用薄膜トランジス
タ１１ａのドレイン電極Ｄおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのソース電極Ｓは
保護リング１０に接続されている。
【０００８】
ところで、一方の保護用薄膜トランジスタ１１ａのソース電極（第２の配線）Ｓおよび他
方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極（第２の配線）Ｄはゲート絶縁膜２１
に形成された複数のコンタクトホール２８を介してゲートライン（第１の配線）７と接続
されている。すなわち、保護リング１０とショートライン１３との間におけるゲートライ
ン７の所定箇所にはアルミニウム合金等から一体に幅広部７ａが形成され、この幅広部７
ａの一点鎖線で囲まれた部分に下側コンタクト部（第１のコンタクト部）３１が形成され
ている。この場合、下側コンタクト部３１を除く幅広部７ａおよびゲートライン７の上面
には、幅広部７ａの一点鎖線で囲まれた部分に方形状のマスクを施した状態でゲートライ
ン７を一方の電極として陽極酸化処理を行なうことにより酸化アルミニウム等からなる陽
極酸化膜３２が形成されている。
【０００９】
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下側コンタクト部３１に対応する部分のゲート絶縁膜２１には複数（９つ）のコンタクト
ホール２８が形成されている。下側コンタクト部３１に対応する部分のゲート絶縁膜の上
面にはコンタクト用メタル層３３を介して上側コンタクト部（第２のコンタクト部）３４
が形成され、この上側コンタクト部３４は各コンタクトホール２８を介して下側コンタク
ト部３４と接続されている。そして、上側コンタクト部３４には一方の保護用薄膜トラン
ジスタ１１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極
Ｄがそれぞれ接続されている。したがって、一方の保護用薄膜トランジスタ１１ａのソー
ス電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極Ｄは、上側コンタク
ト部３４が各コンタクトホール２８を介して下側コンタクト部３１に接続されることで、
ゲートライン７に接続されている。また、他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのゲート
電極Ｇはゲート絶縁膜２１に形成された単体のコンタクトホール３５を介して保護リング
１０に接続されている。なお、上面全体には窒化シリコン等からなる絶縁膜３６が形成さ
れている。
【００１０】
次に、このアクティブマトリクスパネルを製造する際に、カットライン１３に沿って切断
する前の状態において例えば配向膜をラビング処理するときに静電気が発生した場合につ
いて説明する。この場合には、パネル形成領域３内のすべての配線が余剰部４のショート
ライン１３に接続されているので、ショートライン１３を接地しておくと、発生した静電
気を速やかに除去することができる。したがって、画素用薄膜トランジスタ６に絶縁破壊
が生じたり、画素用薄膜トランジスタ６の電圧－電流特性が変化したりしないようにする
ことができる。
【００１１】
次に、このアクティブマトリクスパネルを製造する際に、カットライン１３に沿って切断
した後において例えば静電気を帯びた他の物体と接触した場合について説明する。一例と
して、１行目のゲートライン７が静電気により高電位になったとする。すると、１行目の
ゲートライン７に対応するゲートライン側保護素子１１の一方の保護用薄膜トランジスタ
１１ａがオン状態となり、保護リング１０が１行目のゲートライン７と同電位となる。次
に、例えば２行目のゲートライン７に対応するゲートライン側保護素子１１について見る
と、他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂがオン状態となり、２行目のゲートライン７が
保護リング１０と同電位となる。かくして、保護リング１０、すべてのゲートライン７お
よびすべてのデータライン８が同電位となる。したがって、この場合も、画素用薄膜トラ
ンジスタ６に絶縁破壊が生じたり、画素用薄膜トランジスタ６の電位－電流特性が変化し
たりしないようにすることができる。
【００１２】
なお、このアクティブマトリクスパネルでは、カットライン１３に沿って切断した後にお
いても、保護リング１０、ゲートライン側保護素子１１の保護用薄膜トランジスタ１１ａ
、１１ｂおよびデータライン側保護素子１２の保護用薄膜トランジスタ１２ａ、１２ｂが
残存することになる。しかしながら、各ゲートライン７に順次ゲート信号を供給し、それ
に同期させて各データライン８にデータ信号を供給して表示駆動する場合、一方の保護用
薄膜トランジスタ１１ａ、１２ａのゲート電極Ｇとソース電極Ｓとが互いに接続されてい
るので、これら一方の保護用薄膜トランジスタ１１ａ、１２ａがゲート信号やデータ信号
の電圧程度ではオン状態とならず、仮にオン状態となっても他方の保護用薄膜トランジス
タ１１ｂ、１２ｂが導通状態とならず、したがって表示駆動に影響を及ぼすことはない。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のこのようなアクティブマトリクスパネルでは、下側コンタクト部３
１が陽極酸化されずにアルミニウム合金等からなっているので、液晶表示素子の製造工程
時に下側コンタクト部にヒロックが発生することがある。このような場合、例えばＩＴＯ
薄膜から画素電極５を形成するときのエッチング工程でヒロックの部分から下側コンタク
ト部３１が腐食されることがある。そして、この腐食した部分に不純物がたまり、この不

10

20

30

40

50

(4) JP 3629798 B2 2005.3.16



純物等が原因となって下側コンタクト部３１の腐食が時間とともに進行し、ゲートライン
７が断線することがあるという問題があった。
この発明の課題は、第１の配線を腐食によって断線しにくくすることである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
請求項１にかかる発明は、

基板上に設けられ、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる主線及び前記主線から
延出した延出部を有し、前記延出部の先端部のみに設けられた第１のコンタクト部を除い
て表面に陽極酸化膜が形成された第１の配線と、
前記第１の配線上に設けられ、前記第１の配線部の前記第１のコンタクト部に対応する位
置にコンタクトホールが形成された絶縁膜と、
前記絶縁膜の前記コンタクトホールに対応する位置に第２のコンタクト部を有し、前記第
２のコンタクト部が前記コンタクトホールを介して前記第１の配線の前記第１のコンタク
ト部と接続されている第２の配線と、
を備え、

前記延出部は、前記主線と前記先
端部との間に前記第２の配線と重ならない領域を有するものである。
【００１５】
この発明によれば、第１の配線の主線から延出する延出部を形成し、この延出部の先端部
に第１の配線と第２の配線の第２のコンタクト部との間をコンタクトホールを介して接続
する第１のコンタクト部を形成しているので、第１のコンタクト部を第１の配線から離す
ことができ、第１のコンタクト部にヒロックが発生してヒロックの部分から第１のコンタ
クト部が腐食しても、第１の配線が腐食するまでの時間が長くなり、第１の配線を腐食の
進行による断線を抑制することができる。この場合、第１の配線の延出部が、第１の配線
の主線の両側にそれぞれ形成され、第１の配線の主線と先端部との間に第２の配線と重な
らない領域を有しているので、第２のコンタクト部等の他の配線を切断することなく第１
の配線の延出部を切断することができると共に、いずれか一方の延出部を切断しても第２
の配線は第１の配線と接続することができ、いずれか一方の第１のコンタクト部の腐食が
検査等で発見されたときは、腐食が発見された第１のコンタクト部が形成された延出部を
レーザビーム等で切断することにより、腐食が発見された第１のコンタクト部を第１の配
線から分断し、第１の配線を腐食によって断線しないようにすることができる。
請求項 にかかる発明は、

基板上に設けられ、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる主線及び前記主線から
延出した延出部を有し、前記延出部の先端部のみに設けられた第１のコンタクト部を除い
て表面に陽極酸化膜が形成された第１の配線と、
前記第１の配線上に設けられ、前記第１の配線部の前記第１のコンタクト部に対応する位
置にコンタクトホールが形成された絶縁膜と、
前記絶縁膜の前記コンタクトホールに対応する位置に第２のコンタクト部を有し、前記第
２のコンタクト部が前記コンタクトホールを介して前記第１の配線の前記第１のコンタク
ト部と接続されている第２の配線と、
を備え、

前記第１の配線の前記第１のコン
タクト部は、前記絶縁膜の前記コンタクトホールが設けられていない部分を有するもので
ある。
【００１６】
【発明の実施の形態】
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ＩＴＯをエッチングして形成された画素電極及び前記画素電極
に接続された画素用薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクスパネルの配線パター
ンであって、

前記第１の配線の前記第１のコンタクト部は、前記コンタクトホールが設けられ
ず且つ前記陽極酸化膜が形成されていない部分を有し、

３ ＩＴＯをエッチングして形成された画素電極及び前記画素電極
に接続された画素用薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクスパネルの配線パター
ンであって、

前記第１の配線の前記第１のコンタクト部は、前記コンタクトホールが設けられ
ず且つ前記陽極酸化膜が形成されていない部分を有し、



以下、図１および図２を参照して、この発明を適用したアクティブマトリクスパネルの第
１実施形態について説明する。図１はこのアクティブマトリクスパネルの一部を示す平面
図、図２は同アクティブマトリクスパネルの一部を示す断面図である。これらの図におい
て、図６および図７と同一名称部分には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。こ
のアクティブマトリクスパネルでは、保護リング１０とショートライン１３との間におけ
るゲートライン（第１の配線）７の所定箇所の両側に方形状の第１および第２の延出部４
１ａ、４１ｂがアルミニウムまたはアルミニウム合金等から一体に形成されている。各延
出部４１ａ、４１ｂの先端部のゲートライン７に平行する一点鎖線で囲まれた部分には短
冊状の第１および第２の下側コンタクト部（第１のコンタクト部）４２ａ、４２ｂが形成
されている。この場合、第１および第２の下側コンタクト部４２ａ、４２ｂを除く各延出
部４１ａ、４１ｂおよびゲートライン７の上面には、各延出部４１ａ、４１ｂの先端部の
一点鎖線で囲まれた部分に短冊状のマスクを施した状態でゲートライン７を一方の電極と
して陽極酸化処理を行なうことにより酸化アルミニウム等からなる陽極酸化膜３２が形成
されている。
【００１７】
各下側コンタクト部４２ａ、４２ｂに対応する部分におけるゲート絶縁膜２１にはそれぞ
れ３つのコンタクトホール４３ａ、４３ｂからなる第１および第２のコンタクトホール群
４４ａ、４４ｂが形成され、保護リング１０に対応する部分にコンタクトホール３５が形
成されている。この場合、コンタクトホール群４４ａ、４４ｂの各コンタクトホール４３
ａ、４３ｂはゲートライン７に平行するように一列に配置されている。なお、図１におい
て、ゲート絶縁膜２１は図示を省略されている。各延出部４１ａ、４１ｂに対応する部分
および両延出部４１ａ、４１ｂ間に対応する部分におけるゲート絶縁膜２１の上面にはク
ロム等からなるコンタクト用メタル層４５を介してアルミニウム合金等からなる方形状の
上側コンタクト部（第２のコンタクト部）４６が形成され、この上側コンタクト部４６が
各コンタクトホール４３ａ、４３ｂを介して下側コンタクト部４２ａ、４２ｂと接続され
ている。そして、上側コンタクト部４６には一方の保護用薄膜トランジスタ１１ａのソー
ス電極（第２の配線）Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極（第
２の配線）Ｄがそれぞれ接続されている。したがって、一方の保護用薄膜トランジスタ１
１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極Ｄは、上
側コンタクト部４６が各コンタクトホール４３ａ、４３ｂを介して下側コンタクト部４２
ａ、４２ｂに接続されることで、ゲートライン７に接続されている。なお、延出部４１ａ
、４１ｂの近傍におけるゲートライン７には幅広部４８が形成されている。
【００１８】

【００１９】
次に、図３および図４を参照して、この発明を適用したアクティブマトリクスパネルの第
２実施形態について説明する。図３はこのアクティブマトリクスパネルの一部を示す平面
図、図４は同アクティブマトリクスパネルの一部を示す断面図である。これらの図におい
て、図６および図７と同一名称部分には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。こ
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このように、このアクティブマトリクスパネルでは、ゲートライン７の所定箇所にその両
側からそれぞれゲートライン７と直交する方向に延出する方形状の延出部４１ａ、４１ｂ
を形成し、この延出部４１ａ、４１ｂの先端部にゲートライン７と一方の保護用薄膜トラ
ンジスタ１１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電
極Ｄとの間をコンタクトホール４３ａ、４３ｂを介して接続するための下側コンタクト部
４２ａ、４２ｂを形成しているので、下側コンタクト部４２ａ、４２ｂをゲートライン７
から離すことができ、下側コンタクト部４２ａ、４２ｂにヒロックが発生してヒロックの
部分から下側コンタクト部４２ａ、４２ｂが腐食しても、ゲートライン７が腐食するまで
の時間が長くなり、ゲートライン７を腐食によって断線しにくくすることができる。
また、コンタクトホール４３ａ、４３ｂを下側コンタクト部４２ａ、４２ｂに一列に配置
したので、下側コンタクト部４２ａ、４２ｂの面積を少なくすることができ、ヒロックの
発生を少なくすることができる。



のアクティブマトリクスパネルでは、保護リング１０とショートライン１３との間におけ
るゲートライン７の所定箇所の両側にゲートライン７と直交する方向に延出すると共に、
先端部が１８０度折り曲げられて全体がほぼＪ字状となった第１および第２の延出部５１
ａ、５１ｂがアルミニウム合金等から一体に形成されている。各延出部５１ａ、５１ｂの
先端部の一点鎖線で囲まれた部分にはゲートライン７に直交する短冊状の第１および第２
の下側コンタクト部（第１のコンタクト部）５２ａ、５２ｂが形成されている。この場合
、第１および第２の下側コンタクト部５２ａ、５２ｂを除く各延出部５１ａ、５１ｂおよ
びゲートライン７の上面には、各延出部５１ａ、５１ｂの先端部の一点鎖線で囲まれた部
分に短冊状のマスクを施した状態でゲートライン７を一方の電極として陽極酸化処理を行
なうことにより酸化アルミニウム等からなる陽極酸化膜３２が形成されている。
【００２０】
各下側コンタクト部５２ａ、５２ｂに対応する部分におけるゲート絶縁膜２１にはそれぞ
れ３つのコンタクトホール５３ａ、５３ｂからなる第１および第２のコンタクトホール群
５４ａ、５４ｂが形成されている。この場合、コンタクトホール群５４ａ、５４ｂの各コ
ンタクトホール５３ａ、５３ｂはゲートライン７に直交するように一列に配置されている
。なお、図３において、ゲート絶縁膜２１は省略されている。各下側コンタクト部５２ａ
、５２ｂに対応する部分および両下側コンタクト部５２ａ、５２ｂ間に対応する部分にお
けるゲート絶縁膜２１の上面にはクロム等からなるコンタクト用メタル層５５を介してア
ルミニウム合金等からなる短冊状の上側コンタクト部（第２のコンタクト部）５６が形成
され、この上側コンタクト部５６が各コンタクトホール群５４ａ、５４ｂを介して下側コ
ンタクト部５２ａ、５２ｂと接続されている。そして、上側コンタクト部５６には一方の
保護用薄膜トランジスタ１１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１
ｂのドレイン電極Ｄがそれぞれ接続されている。したがって、一方の保護用薄膜トランジ
スタ１１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極Ｄ
は、上側コンタクト部５６が各コンタクトホール５３ａ、５３ｂを介して下側コンタクト
部５２ａ、５２ｂに接続されることで、ゲートライン７に接続されている。
【００２１】
このように、このアクティブマトリクスパネルでは、ゲートライン７の所定箇所にその両
側からそれぞれゲートライン７と直交する方向に延出すると共に、先端部が１８０度折り
曲げられて全体がほぼＪ字状となった第１および第２の延出部５１ａ、５１ｂを形成し、
これらの延出部５１ａ、５１ｂの先端部にゲートライン７と一方の保護用薄膜トランジス
タ１１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極Ｄと
の間をコンタクトホール５３ａ、５３ｂを介して接続するための下側コンタクト部５２ａ
、５２ｂを形成しているので、下側コンタクト部５２ａ、５２ｂをゲートライン７からよ
り一層離すことができ、下側コンタクト部５２ａ、５２ｂでヒロックが発生してヒロック
の部分から下側コンタクト部５２ａ、５２ｂが腐食しても、ゲートライン７が腐食するま
での時間が長くなり、ゲートライン７を腐食によって断線しにくくすることができる。
また、ゲートライン７の両側にそれぞれ延出部５１ａ、５１ｂを形成し、これら延出部５
１ａ、５１ｂの先端部を折り曲げて基端部と並列させ、各延出部５１ａ、５１ｂの先端部
にそれぞれ下側コンタクト部５２ａ、５２ｂを形成したので、上側コンタクト部５６等の
他の配線を切断することなく延出部５１ａ、５１ｂを切断することができると共に、いず
れか一方の延出部５１ａ、５１ｂを切断しても一方の保護用薄膜トランジスタ１１ａのソ
ース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極Ｄをゲートライン
７と接続することができ、いずれか一方の下側コンタクト部５２ａ、５２ｂの腐食が検査
等で発見されたときは、腐食が発見された下側コンタクト部５２ａ、５２ｂが形成された
延出部５１ａ、５１ｂを二点鎖線で示すようにレーザビーム等で切断することにより、腐
食が発見された下側コンタクト部５２ａ、５２ｂをゲートライン７から分断し、ゲートラ
イン７を腐食の進行によって断線しないようにすることができる。
さらに、コンタクトホール５３ａ、５３ｂを下側コンタクト部５２ａ、５２ｂに一列に配
置したので、下側コンタクト部５２ａ、５２ｂの面積を少なくすることができ、ヒロック
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の発生を少なくすることができる。
【００２２】
なお、上記第１および第２実施形態では、逆スタガ型の保護用薄膜トランジスタについて
説明したが、これに限らず、例えばスタガ型の保護用薄膜トランジスタであってもよい。
また、上記第１および第２実施形態では、ゲートライン７と一方の保護用薄膜トランジス
タ１１ａのソース電極Ｓおよび他方の保護用薄膜トランジスタ１１ｂのドレイン電極Ｄと
の間をコンタクトホール４３ａ、４３ｂ、５３ａ、５３ｂを介して接続する場合について
説明したが、これに限らず、２本の配線をコンタクトホールを介して接続する場合に広く
適用することができる。
【００２３】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、第１の配線の所定箇所にそこから延出する延出
部を形成し、この延出部の先端部に第１の配線と第２の配線の第２のコンタクト部との間
をコンタクトホールを介して接続する第１のコンタクト部を形成しているので、第１のコ
ンタクト部を第１の配線から離すことができ、第１のコンタクト部にヒロックが発生して
ヒロックの部分から第１のコンタクト部が腐食しても、第１の配線が腐食するまでの時間
が長くなり、第１の配線を腐食の進行による断線を抑制することができる。この場合、請
求項 記載の発明の如く、

第２のコンタクト部等の他の配線を切断することなく第１の配線の延出部を切断する
ことができると共に、いずれか一方の延出部を切断しても第２の配線は第１の配線と接続
することができ、いずれか一方の第１のコンタクト部の腐食が検査等で発見されたときは
、腐食が発見された第１のコンタクト部が形成された延出部をレーザビーム等で切断する
ことにより、腐食が発見された第１のコンタクト部を第１の配線から分断し、第１の配線
を腐食によって断線しないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施形態を適用したアクティブマトリクスパネルの一部を示す平
面図。
【図２】同アクティブマトリクスパネルの一部を示す断面図。
【図３】この発明の第２実施形態を適用したアクティブマトリクスパネルの一部を示す平
面図。
【図４】同アクティブマトリクスパネルの一部を示す断面図。
【図５】従来例を説明するために示すもので、アクティブマトリクスパネル複数個分に対
応する大きさのガラス基板上に画素用薄膜トランジスタ等が形成された状態における等価
回路的平面図。
【図６】図５に示すアクティブマトリクスパネルの具体的な構造の一部の平面図。
【図７】同アクティブマトリクスパネルの具体的な構造の一部の断面図。
【符号の説明】
６　画素用薄膜トランジスタ
７　ゲートライン（第１の配線）
１１　保護素子
１１ａ、１１ｂ　保護用薄膜トランジスタ
２１　ゲート絶縁膜
４１ａ、４１ｂ　延出部
４２ａ、４２ｂ　下側コンタクト部（第１のコンタクト部）
４３ａ、４３ｂ　コンタクトホール
４６　上側コンタクト部（第２のコンタクト部）
Ｇ　ゲート電極
Ｓ　ソース電極（第２の配線）
Ｄ　ドレイン電極（第２の配線）
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１ 第１の配線の延出部が、第１の配線の主線の両側にそれぞれ形
成され、第１の配線の主線と先端部との間に第２の配線と重ならない領域を有しているの
で、



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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